
福岡県南広域水道企業団

所有地売り払い案内書

~先着順受付用~

( 2 )

久留米市大善寺町宮本字筒川 165-3

平成23年9月30日まで、先着順で受付けています。

なお、売却した時点で終了となりますので、ご了承ください。

福岡県南広域水道企業団財政課

〒830-0062

久留米市荒木町白口防番地

TEL :0942-27-1561 (代表)



①ク乞着、11慎ず己り払し、申込髪iイ寸

平成23年4月1日(金)から 1平成23年9月30日(金)午後4時まで

<5毛着'j1噴ず己り 1必、し、の薪Zオ①>

②'ニ、要害*炎頁の提;出

印込みから7日以内

↓

③契約の壽百糸吉

資格審査終了から7日以内

企業団所有地購入申込書

↓

④ラ乞買イ七金【の支:払、し、

契約日から30日以内

・身分証明書(個人の場合)

・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人の場合)

・Ξ誓糸勺書:

↓

、'1 ・契約保証金してください。

⑤卿〒有権の移卜転ミ登記

↓

(契約額の10%以上)を納付

・契約時に契糸勺保証金を支払い、残りを契約

締結後30日以内に支払う。

※印紙税等契約にかかる費用は買受人の負担

となります。

(代金完納後、物件を引き渡します。)

・登記手続は企業団が行います。

住民票等登記に必要な書類を提出し

ていただきます。

※登録免許税等所有権の移転に係る

費用は落札者の負担となります。

※仲介手数料及ぴ司法書士に対する

登記手数料は不要です。
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平成23年9月30日まで、先着順で受付けています。

ただし、売却した時点で終了となりますので、ご注意ください。

1.売り払いする物件信羊しくは物件調書をご覧下さい。)

(1)対象不動産の表示

先着順売り払い要領

(2)予定価格 2 9,16 0,0 0 0円

2.先着順売り払い購入資格

(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員で

なレ、者

3.先樹順売り払い購入申込み

(1)事前に電話等で物件の売却状況を確認してください。

(2)その後、福岡県南広域水道企業団財政課に直接お越しください。

(3)財政課担当者から説明を受けた後、所定の申込書に必要事項を記入してください。

印鑑が必要(申込書を後日提出の場合は不要)です。

(4)申込書を財政課ヘ直接提出してください。

受付けは、土曜・日曜及び祝日(以下「休日等」という。)を除く毎日午前9時から

午後4時まで。

※申込書を受付けた時点で先着順1位とします。

※電話予約や郵送など、他の申請方法では受け付けません。

※既に売却済の場合はご了承ください。

(5)申込書提出後7日以内(7日目が休日等の場合はその翌田に必要書類を提出してください。

7日以内に必要書類が提出されない場合は、申請は失効します。また、資格が認めら

れない場合申請は失効し売り払いできませんので、ビ了承ください。

4、申込み後に必要な書類

(1)身分証明書(個人の場合)

本籍のある市町村発行の身分(身元玲正明書(発行後3ケ月以内のもの)を提出してください。

(2)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人の場合)

所轄法務局発行の登記簿謄本(発行後3ケ月以内のもの)を提出Lてください。

(3)誓約書

5.契約の締結

(1)資格審査終了日から7日以内(7日目が休日等の場合はその翌田に、買受価格の

10%以上の代金を契約保証金として福岡県南広域水道企業団が発行する納入通知

書により納付してください。契約保証金が納入されたことを確認後、売買契約を締結

します。契約保証金には利息、はつきません。

久留米市大善寺町宮本字筒川165番3

所在及び地番 地目

宅地
実測

公簿

地積

46 5

46 5

8 2m

8 2m

2
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(2)契約時に負担若しくは準備していただくもの

「収入印紙」、「住民票」(個人の場合)、「印鑑証明書」、「印鑑」(印鑑登録済みの印鑑)

(3)契約がなされない場合、その申込は失効します。

(4)申込者が契約履行しない場合、契約保証金は返還いたしません。

※資格審査終了日.申請書及び必要書類提出後、企業団で資格審査を終了する日。

資格審査終了後、申込者に連絡します。

6 売却代金の支払

(1)契約締結後30日以内に、企業団が発行する納入通知書により代金を一括でお支払

いください。契約保証金を売買代金に充当することができます。

(2)売買代金の納付があったときに所有権が移転するものとし、同時に士地を引き渡し

たものとします。

フ.所有権の移転登記

(1)所有権の移転登記は、買受代金が完納されたことを確認した後に、企業団が登記手続

きを行います。

(2)登録免許税は、買受人の負担となります。

8.禁止用途等

買受人は、売買契約締結の日から5年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営

業その他これらに類する業、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条

第2項に規定する暴力団の事務所の用に供することはできません。

9.その他

(1)現状有姿のまま引き渡しますので、現地を確認してからお申込みください。現地確認

の際には周辺の方の迷惑にならないように十分注意してください。

(2)買受人は、本契約締結後、物件に隠れたかしがあることを発見しても、売買代金の減

免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。

(3)建物建築に当たっては、建築基準法、地方公共団体の条例等により規制される場合も

ありますので、関係各機関にご照会ください。

物件及び契約に関する問合せ先

福岡県南広域水道企業団財政課

久留米市荒木町白口 55番地(TEL0942-27-1561、 FAX0942-27-1795)
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地方自治法施行令

第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に

当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させ

ることができない。
、

2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当

すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加さ

せないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入キL代理人として使用

する者についても、また同様とする。

(D 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をしたとき。

(2)競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4)地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職

務の執行を妨げたとき。

(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

(田この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされてい

る者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用し

たとき。

先着順売り払い購入資格

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第2条この法律において、炊の各号に掲げる用語の意蓑は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

(6)暴力団員暴力団の構成員をいう。
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売払人福岡県南広域水道企業団(以下「甲」という。)と買受人 (以

下「乙」という。)とは、物件の売買について、次のとおり契約を締結する。

(信義誠実の義務)

第1条甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

(売買物件及び売買価格)

第2条甲は、末尾記載の士地(以下「売買物件」という。)を乙に売り渡し、乙は、その

代金として金 円を甲に支払う。

(契約保証金)

第3条乙は、この契約を締結する際、代金の100分の10以上の額の契約保証金を、甲

の指示する手続きにより納入しなければならない。

(代金の納入方法)

第4条乙は、代金の全額を、この契約締結後30日(以下「納期限」という。)以内に甲

の発行する納入通知書により、納入しなければならない。ただし、乙は、代金納入の際、前

条に定める契約保証金を代金の一部に充当することができる。

(遅滞損害金)

第5条乙は、その責めに帰すべき理由により、納期限までに代金の全額を納入しなかった

ときは、納期限の翌日からその納入の日までの日数に応じ、その納入しなかった代金につき

年14.6パーセントの割合で計算した金額を、遅滞損害金として、甲の発行する納入通知

書により、甲の指定する期日までに納入しなけれぱならない。

(条件)

第6条乙は、福岡県南広域水道企業団所有地売買契約締結の日から5年間、売買物件を風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1

項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する陛風俗関連特殊営業その他これらに類する業、

又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の事

務所の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三

者に移転し、又は売買物件を第三者に貸してはならない。

(実地調査等)

第7条甲は、前条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、又は乙に

対し報告を求めることができる。この場合において、乙は調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、

又は報告を怠ってはならない。

(契約の解除)

第8条乙が納期限までに代金の全額を納入しないとき等、乙の責めに帰すべき理由により

甲がこの契約を継続し難いと認めるときには、甲は、この契約を解除することができる。

(違約金)

第9条前条の定めにより、甲がこの契約を解除したとき又は乙が第6条の条件に違反した

ときは、乙は、代金の100分の10に相当する額の違約金を、甲の指定する期日までに納

入しなければならない。

2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定とは解釈しない。

(原状回復義務)

第 10 条乙は、第8条の規定によりこの契約を解除したときは、甲の指示する期日までに、

乙の負担において売買物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が売

買物件を原状に回復させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。

福岡県南広域水道企業団所有地売買契約書(案)
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2 乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指示する期日までに、甲

の指示する売買物件の所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。

(返還金)

第Ⅱ条甲が、第8条の規定によりこの契約を解除した場合、甲と乙は、互いに有する金銭

債権を対当額について相殺し、差額がある場合はその差額について返還し、又は請求する。

2 甲は、前項の規定により乙に対する返還金があるときは、これに利息、を付さない。

(費用等の請求権の放棄)

第12条乙は、甲が第8条の規定によりこの契約を解除した場合において、乙が契約締結の

ために支出した費用及び売買物件に投じた必要費、有益費等の費用並びに売買物件に係る公

租公課は、これを甲に請求しない。

(損害賠償)

第13条第8条の定めにより契約を解除したことによって、甲に損害が生じたときには、甲

は、乙に対し損害賠償の請求をすることができる。

(所有権の移転及び費用負担)

第H条売買物件の所有権は、乙が代金全額(乙の代金納入が遅滞した場合においては、遅

滞損害金を含む。)を納入したときに甲から乙に移転するものとし、売買物件の所有権移転

登記は乙の請求により甲が行う。

2 所有権の移転登記に要する費用その他この契約により生じる費用は、乙の負担とする。

(弓1き渡し及び境界標)

第15条甲は、前条の規定により売買物件の所有権が移転した時に売買物件の引き渡しがあ

つたものとし、境界標は乙が自己の費用で設置するものとする。

(かし担保責任)

第16条乙は、この契約締結後に売買物件に数量の不足その他隠れたかしを発見しても、代

金の減免若しくは損害1音償の請求又は契約の解除をすることができない。

(協議)

第17条との契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は、この契約に定

める事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上定める。

この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1通を保有する。

平成年月日

物件の表示(士地)

甲

所在及び地番

地

福岡県南広域水道企業団

企業長村上正

地

乙

目

久留米市大善寺町宮本字筒川165番3の一部

住所

積

宅地

氏名

6

46 5

46 5

8 2金(実測)

8 2'(公簿)

印
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1 物件の表示

(士地)

久留米市大善寺町宮本字筒川165番3

物件調

2

所在及び地番

位置図・公図・求積図

別紙のとおり

3 公法上の規制

市街化調整区域(建ペい率70%、容積率200%)

・埋蔵文化財包蔵地に該当

4 契約内容

別添契約書(案)のとおり

地目

宅地

5 その他

・物件の引渡しは、現状のままとします。

・建物建築に当たっては、建築基準法、地方公共団体の条例等により規制される場合も

ありますので、関係各機関にご照会ください。

実測

立、簿

地積

46 5

46 5

82m

8 2 nl

7

書
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